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新年度
しんねんど

が始
はじ

まりました。新
あたら

しい学年
がくねん

、新
あたら

しい友
とも

だち…。たくさんの「新
あたら

しい」に出会
で あ

う 

みなさんはわくわくドキドキ、心
こころ

が忙
いそが

しい毎日
まいにち

ではないでしょうか？早
はや

くなれようと 

あせってしまうこともあると思
おも

いますが、自分
じ ぶ ん

のペースで大丈夫
だいじょうぶ

。保健室
ほけんしつ

からも、みなさん

のことを応援
おうえん

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【4月
がつ

の健康
けんこう

診断
しんだん

の予定
よ て い

】 

4月 13日（月）しん体
たい

そく定
てい

、ちょう力検
りょくけん

さ、し力
りょく

検
けん

さ 【全学年
ぜんがくねん

】 

4月 15日（水）～17日（金）にょう検
けん

さ 【全学年
ぜんがくねん

】   

４月 23日（木）歯科
し か

検
けん

しん 【全学
ぜんがく

年
ねん

】    

４月 27日（月）内科検
ないかけん

しん 【1～３年
ねん

】 

４月 28日（火）内科検
ないかけん

しん 【４～６年
ねん

】 

４月 30日（木）耳鼻科検
じ び か け ん

しん 【全学年
ぜんがくねん

】   

【お世話
せ わ

になる先生方
せんせいがた

】 

内科
な い か

…竹中博昭先生（竹中医院） 耳鼻科
じ び か

…前田一彦先生（前田耳鼻咽喉科） 

眼科
が ん か

…梶原淳先生（梶原眼科） 歯科
し か

･･･國近豊先生（平田歯科医院） 薬剤師
やくざいし

…島本裕美先生 

４月
がつ

から附属光
ふぞくひかり

義務
ぎ む

教育
きょういく

学校
がっこう

に着任
ちゃくにん

しました。養護
よ う ご

教諭
きょうゆ

の藤井
ふ じ い

志穂
し ほ

で

す。みなさんが元気
げ ん き

に過
す

ごせるように、健康
けんこう

に関
かん

する情報
じょうほう

や保健室
ほけんしつ

の様子
よ う す

などを「ほけんだより」で発信
はっしん

していきます。よろしくお願
ねが

いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《保護者の皆様へ》お知らせとお願い 

1． 事故等が発生（学校管理下 登校から下校までの間）した場合 

   ●「医師の治療を必要とする」と判断した場合は、家庭に連絡し、迎えに来ていただきま

す。但し、緊急を要する場合は、救急病院（医療機関の指定はできません）に搬送します。

保護者の方に連絡をいたしますので健康保険証を持参のうえ医療機関に来院願います。 

   ●その他のけがの場合は、当日のみ処置を行います。痛みが続く場合は病院で受診され、学

級担任まで連絡をお願いいたします。 

   ※学校管理下で発生したお子様のけが等の災害について治療費の合計が医療保険使用で 1500

円以上（医療点数 500点以上、薬剤一部負担金は除く）負担された場合は、日本スポーツ振興

センターから災害給付金の申請ができます。学級担任または養護教諭まで連絡してください。 

   ※他の法律の規定により給付が行えない場合があります。 

※学校管理外のけがについては、御家庭で経過観察や病院受診をお願いいたします。 

 

2． 健康診断の実施にあたって プライバシー保護と脱衣について 

    内科検診（聴診、側わん症の検査等）において、令和６年度より、体操服・下着は着用し

たままでの検査を基本としますが、検診を的確に実施するために、整形外科の調査票の側

わん症の検査項目の該当場所に○がついていた場合、体操服・下着の脱衣が必要となりま

す。プライバシーの保護に努めますので、御理解をお願いいたします。該当箇所に○が付く

が体操服・下着を脱いでの健診を拒否される場合は、整形外科の調査票の下部に保護者サ

インをお願いいたします。その場合は、側わん症の検査を実施いたしません。 

 

３． 健康診断の結果及び個人情報について 

   歯科検診の結果は、全員へ配布します。疾病の疑いのある人はその都度お知らせいたし

ます。「わたしの健康」は、健康診断の全日が程終了後、配布いたします。 

   なお、学校における健康診断は、学校生活を送るにあたり、支障があるか健康状態を把握

するものです。健康診断結果により、かかりつけ医等を受診され、治療の必要がないことも

ありますが、御理解をお願いいたします。 

保健調査票、またはこれから予定されている保健関係の調査票などは、目的以外に使

用いたしません。また、健康診断等に伴う調査票等は使用後処分いたします。 

 

４． 下着の貸し出しついて 

    学校で下着を汚した場合は、衛生面から新品の下着をお渡ししますので、下着代を保健

室まで持参させてください。 

 

 

  


